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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
異
動
を
伴
う
公
務
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

国
家
公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
給
さ
れ
る
広
域
異
動
手
当
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
五
年
間
で
段
階
的
に
実
施
さ
れ
た

給
与
構
造
改
革
に
お
い
て
、
地
域
の
民
間
賃
金
水
準
を
適
切
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
取
組
の
一
環
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の

俸
給
水
準
を
民
間
賃
金
水
準
の
低
い
地
域
の
水
準
を
考
慮
し
て
引
き
下
げ
る
中
で
、
他
県
に
支
店
を
有
す
る
よ
う
な
広
域
的

に
転
勤
の
あ
る
民
間
企
業
の
従
業
員
の
賃
金
水
準
が
地
域
に
お
け
る
平
均
的
な
民
間
の
賃
金
水
準
よ
り
高
い
こ
と
を
考
慮
し

て
、
広
域
的
な
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
の
調
整
を
図
る
た
め
設
け
ら
れ
た
手
当
で
あ
り
、
地
方
公

務
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
広
域
異
動
手
当
を
導
入
し
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
生
計
費
並
び
に
国
及
び
他
の
地
方
公
共

団
体
の
職
員
並
び
に
民
間
事
業
の
従
事
者
の
給
与
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
域
内
で
異
動
が
あ
る
」
者
の
「
賃
金
水
準
」
に
係
る
「
官
民
較
差
」
も
十
分
に
踏
ま
え
た



 

２ 

 

上
で
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
適
切
な
水
準
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

し
た
が
っ
て
、
現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
別
の
手
当
」
の
「
検
討
」
や
「
官
民
較
差
の
調
査
研

究
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
赴
任
旅
費
（
旅
費
法
第
六
条
第
九
～
十
一
項
に
基
づ
く
「
移
転
料
」
「
着
後
手
当
」
「
扶
養
親
族

移
転
料
」
の
合
算
）
の
定
額
を
超
え
て
支
給
さ
れ
た
異
動
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
移
転

料
、
着
後
手
当
又
は
扶
養
親
族
移
転
料
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十

四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
庁
の
長
が
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定

め
る
旅
費
を
支
給
し
た
件
数
は
、
平
成
二
十
八
年
度
は
零
件
、
平
成
二
十
九
年
度
は
一
件
、
平
成
三
十
年
度
は
十
四
件
と
な

っ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
「
赴
任
旅
費
」
に
つ
い
て
、
こ
の
支
給
額
だ
け
で
は
足
り
ず
、
当
該
国
家
公
務
員
が
個
人
負
担
し

て
い
る
現
状
」
及
び
「
実
態
調
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
財
務
省
に
お
い
て
は
、
各
府
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省
等
に
お
け
る
支
給
さ
れ
た
移
転
料
等
に
つ
い
て
サ
ン
プ
ル
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
移
転
料
等
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
に
お
い
て
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
旅
費
法
第

四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
各
庁
の
長
は
、
旅
行
者
が
旅
費
法
又
は
旅
費
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
旅
費
に

よ
り
旅
行
す
る
こ
と
が
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の
性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
財
務

大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
各
府
省
等
に
お
い
て
旅
費
法
に
基
づ
い
て
支

給
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


